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【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財経本部長　　宮﨑　泰

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 1,354,870,000円

 引受人の買取引受による売出し 127,780,000円

 オーバーアロットメントによる売出し 234,440,000円

 （注）１．募集金額は、発行価額の総額であり、平成22年11月

26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額

であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額に

て買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額

（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集に

おける発行価格の総額は上記の金額とは異なりま

す。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、平成22年11月

26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額

であります。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式

について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融

商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引

が行われる場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

アルコニックス株式会社　大阪支店

（大阪市中央区今橋二丁目５番８号　トレードピア淀屋橋８

階）

アルコニックス株式会社　名古屋支店

（名古屋市中区錦一丁目17番13号　名興ビル３階）
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第一部【証券情報】

 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 870,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数　100株

（注）１．平成22年12月３日(金)開催の取締役会決議によります。

２．本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人

の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その

需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から142,000株

を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場

合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３．一般募集及び引受人の買取引受による売出しとは別に、平成22年12月３日(金)開催の取締役会において、後記「募

集又は売出しに関する特別記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のみずほ証券

株式会社を割当先とする当社普通株式142,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行

うことを決議しております。

４．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

　平成22年12月13日(月)から平成22年12月15日(水)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定

される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価

格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差

額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 870,000株 1,354,870,000 677,435,000

計（総発行株式） 870,000株 1,354,870,000 677,435,000

（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし

ます。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額としま

す。

４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成22年11月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定
（注）１．２．
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
日に終値のない場
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。

未定
(注)１．
２．

未定
(注)１．

100株
自 平成22年12月16日(木)
至 平成22年12月17日(金)

(注)３．

１株につ
き発行価
格と同一
の金額

平成22年12月22日(水)

（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要

状況を勘案した上で、平成22年12月13日(月)から平成22年12月15日(水)までの間のいずれかの日（発行価格等決定

日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株当たりの払

込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除し

た金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が

決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入

額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買

取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン

トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等

決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間

の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL] http://www.alconix.com/jp/ir/index.html)

（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格

等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項

分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につ

いて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行

価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、

最長で平成22年12月10日(金)から平成22年12月15日(水)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間

は、平成22年12月13日(月)から平成22年12月15日(水)までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成22年12月13日(月)の場合、申込期間は「自　平成22年12月14日(火)　至　平成22年12月15

日(水)」

②　発行価格等決定日が平成22年12月14日(火)の場合、申込期間は「自　平成22年12月15日(水)　至　平成22年12月16

日(木)」

③　発行価格等決定日が平成22年12月15日(水)の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６．申込証拠金には、利息をつけません。

７．株式の受渡期日は、平成22年12月24日(金)であります。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。
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（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業

所で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　赤坂支店 東京都港区赤坂四丁目１番33号

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　室町支店 東京都中央区日本橋本石町一丁目３番２号

住友信託銀行株式会社　東京営業部 東京都中央区八重洲二丁目３番１号

　（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 642,600株１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、払込期日に払込取扱

場所へ発行価額と同額を払

込むことといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。

ただし、一般募集における

価額（発行価格）と発行価

額との差額は引受人の手取

金となります。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 151,600株

いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 37,900株

三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 18,900株

エース証券株式会社 大阪市中央区本町二丁目６番11号 9,500株

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 9,500株

計 ― 870,000株 ―

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,354,870,000 17,000,000 1,337,870,000

（注）１．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消

費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成22年11月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額1,337,870,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取

概算額上限218,140,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,556,010,000円について、平成23年１月末までに金属製錬

事業に係る合弁会社への出資並びに融資資金に130百万円、平成23年３月末に当社関連会社である三高金属産業株式

会社の事業譲受及び軽金属・銅製品事業における戦略提携先への出資に伴う借入金の返済資金に950百万円、平成24

年３月末までに、レアメタル・レアアース等の製錬、販売及び鉱山開発事業に係る合弁会社への出資並びに融資資金

に130百万円、金属製錬・加工及びリサイクル事業に係る合弁会社への出資並びに融資資金に残額を充当する予定で

あります。

 

第２【売出要項】
 

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　平成22年12月13日(月)から平成22年12月15日(水)までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受価額に

て後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異な

る価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引

受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手

数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏

名又は名称

普通株式 77,400株 127,780,000

C/O WALKERS SPV LIMITED P.O.BOX
908GT, WALKER HOUSE, MARY STREET,
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN
ISLANDS
エフ　ビー　エフ2000，エル．ピー．

（注）１．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹

事会社であるみずほ証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

３．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．売出価額の総額は、平成22年11月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし

て算出した見込額であります。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込
単位

申込
証拠金
（円）

申込
受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称
元引受
契約の
内容

未定
(注)１．２．
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の普通取引
の終値（当日に
終値のない場合
は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～
1.00を乗じた価
格（１円未満端
数切捨て）を仮
条件とします。

未定
(注)１．
２．

自　平成22年
12月16日(木)
至　平成22年
12月17日(金)
(注)３．

100株

１株に
つき売
出価格
と同一
の金額

右記金融
商品取引
業者及び
その委託
販売先金
融商品取
引業者の
本店並び
に全国各
支店及び
営業所

東京都千代田区大手町一丁目
５番１号
　みずほ証券株式会社

(注)４．

（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要

状況を勘案した上で、平成22年12月13日(月)から平成22年12月15日(水)までの間のいずれかの日（発行価格等決定

日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代金）を決定いたしま

す。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合

は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手

取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売

出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出し

の売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及

び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター

ネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.alconix.com/jp/ir/index.html）（新聞等）で公表いたしま

す。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外

の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ

ん。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂

正事項分が交付されます。

２．前記「１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なり

ます。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．株式の受渡期日は、平成22年12月24日(金)であります。

申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定でありま

す。

なお、上記申込期間については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、

最長で平成22年12月10日(金)から平成22年12月15日(水)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間

は、平成22年12月13日(月)から平成22年12月15日(水)までを予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成22年12月13日(月)の場合、申込期間は「自　平成22年12月14日(火)　至　平成22年12月15

日(水)」

②　発行価格等決定日が平成22年12月14日(火)の場合、申込期間は「自　平成22年12月15日(水)　至　平成22年12月16

日(木)」

③　発行価格等決定日が平成22年12月15日(水)の場合は上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１　募集要項　３　株式の引受け　引受けの条件」において決定される引受人の手取

金と同一といたします。

金融商品取引業者の引受株式数

 金融商品取引業者名 引受株式数

 みずほ証券株式会社 77,400株
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５．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６．申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７．申込証拠金には、利息をつけません。

８．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。

 

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 142,000株 234,440,000
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を

勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から142,000株を上限とし

て借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限

を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われな

い場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　１　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概

算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出し

の売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売

出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発

行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット

上の当社ウェブサイト（[URL] http://www.alconix.com/jp/ir/index.html）（新聞等）で公表いたします。しか

しながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載

内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、

発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分

が交付されます。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．売出価額の総額は、平成22年11月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし

て算出した見込額であります。
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間
申込
単位

申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の
内容

未定
（注）１．

自 平成22年12月16日(木)
至 平成22年12月17日(金)

（注）１．
100株

１株につき
売出価格と
同一の金額

みずほ証券株
式会社及びそ
の委託販売先
金融商品取引
業者の本店並
びに全国各支
店及び営業所

― ―

（注）１．株式の受渡期日は、平成22年12月24日(金)であります。

売出価格及び申込期間については、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」において決定さ

れる売出価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振

替えにより行われます。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社

であるみずほ証券株式会社が当社株主から142,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメン

トによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、142,000株を予定しております

が、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行

われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下

「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、当社は平成22年12月３日(金)開催の取締役会において、

みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式142,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）を、平成23年１月５

日(水)を払込期日として行うことを決議しております。(注)１．

また、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込

期間の終了する日の翌日から平成22年12月27日(月)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)２．）、

借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上

限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社

がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカ

バー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメン

トによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

更に、みずほ証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴っ

て安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に

充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借

入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会社は、当該オーバーアロットメントによる売

出しからの手取金を原資として、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのた

め本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資

における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合

の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ

証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合には、みずほ証券株式

会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における新株式

発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

 

　（注）１．本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。

(1）募集株式の種類及び数　　　　　　　当社普通株式　　　　　142,000株

(2）払込金額の決定方法　　　　　　　　発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発行価額と同
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一とする。

(3）増加する資本金及び資本準備金の額　増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準

備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を

減じた額とする。

(4）割当先　　　　　　　　　　　　　　みずほ証券株式会社

(5）申込期間（申込期日）　　　　　　　平成23年１月４日(火)

(6）払込期日　　　　　　　　　　　　　平成23年１月５日(水)

(7）申込株数単位　　　　　　　　　　　100株

２．シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成22年12月13日(月)の場合、「平成22年12月16日(木)から平成22年12月27日(月)までの

間」

②　発行価格等決定日が平成22年12月14日(火)の場合、「平成22年12月17日(金)から平成22年12月27日(月)までの

間」

③　発行価格等決定日が平成22年12月15日(水)の場合、「平成22年12月18日(土)から平成22年12月27日(月)までの

間」

となります。

 

２　ロックアップについて

　一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、当社はみずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、

一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期

間」という。）中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得す

る権利又は義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除

く。）を行わない旨合意しております。

　なお、上記の場合において、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしく

は全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
 

　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴ を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定さ

れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手

取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売

出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額

をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価

格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ

ブサイト（[URL] http://www.alconix.com/jp/ir/index.html）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしなが

ら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての

訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される

前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
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・表紙の次に、以下の「１．会社の概要」から「６．ネットワーク」までの内容をカラー印刷したものを記載いたします。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成19年12月３日から平成20年３月13日までの株式会社ジャスダック証券取引所及び平成20年３月14日から平成22年11月

26日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおり

であります。

 

 

　（注）１．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益

平成19年12月３日から平成20年３月31日については、平成19年３月期有価証券報告書の平成19年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成20年４月１日から平成21年３月31日については、平成20年３月期有価証券報告書の平成20年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成21年４月１日から平成22年３月31日については、平成21年３月期有価証券報告書の平成21年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成22年４月１日から平成22年11月26日については、平成22年３月期有価証券報告書の平成22年３月期の連結財務
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諸表の１株当たり当期純利益を使用（平成22年８月１日付の株式分割（株式１株につき２株）の権利落ち後につ

いては、当該株式分割を考慮した１株当たり当期純利益を使用。）。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成22年６月３日から平成22年11月26日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとお

りであります。

提出者（大量保有者）
の氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数（株）

株券等保有割
合（％）

株式会社みずほ銀行

平成22年９月30日平成22年10月７日
大量保有報告書
（注）１．

198,000 3.71

みずほ信託銀行株式会社 84,500 1.58

みずほ投信投資顧問株式
会社

7,800 0.15

　（注）１．株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ投信投資顧問株式会社は共同保有者とされております。

２．上記大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場されている株式会社東

京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスクについて

　第29期事業年度に係る有価証券報告書及び第30期事業年度に係る四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の

提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成22年12月３日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業

等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成22

年12月３日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第29期事業年度）の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成22年

12月３日）までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。

Ⅰ　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づく臨時報告書を平成22年６月25日に関東財務局長に提出しております。

　その報告内容は次のとおりであります。

(1）株主総会が開催された年月日

平成22年６月22日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当金として、当社普通株式１株につき金85円　総額226,644,000円

 

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、正木英逸、山下英夫、宮﨑泰、小松通郎、竹井正人、種房俊二、及び西村昌彦を選任する。

 

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として富田清隆を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに

当該決議の結果

株主総会決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

賛成の割合
（％）

可決要件 決議結果

第一号議案 21,009 68 － 99.5（注）１ 可決

第二号議案       

正木　英逸 21,062 14 － 99.7 可決

山下　英夫 21,062 14 － 99.7 可決

宮﨑　泰 21,062 14 － 99.7（注）２ 可決

小松　通郎 21,062 14 － 99.7 可決

竹井　正人 21,062 14 － 99.7 可決

種房　俊二 20,952 124 － 99.2 可決

西村　昌彦 21,022 54 － 99.7 可決

第三号議案 19,558 1,519 － 92.6（注）２ 可決

　（注）１．可決要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（26,655個）の３分の１以上の出席と、出席した

株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までに議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた

ことにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち

当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
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Ⅱ　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第15号の３の規定に基

づく臨時報告書を平成22年９月28日に関東財務局長に提出しております。

　その報告内容は次のとおりであります。

(1）当該合併の対象会社に関する事項

①　商号
林金属株式会社
（合併会社）

アルコニックス・ハヤシ株式会社
（中間持株会社・被合併会社）

②　業務内容
伸銅品、軽合金、ステンレス鋼その他非鉄
金属の販売

非鉄金属及びその製品の製造及び販売
上記付帯関連する一切の事業

③　設立年月日 昭和24年１月11日 平成21年４月１日

④　資本金 45百万円 45百万円

⑤　発行済株式総数 627,750株 900株

⑥　総資産 1,796百万円 984百万円

⑦　純資産 1,572百万円 22百万円

⑧　決算期 ３月31日 ３月31日

⑨　従業員 24名 －

⑩　主要取引先
大手電線メーカー、電気設備メーカー、伸
銅品流通業者等

－

⑪　株主構成
アルコニックス・ハヤシ株式会社
100％

アルコニックス株式会社
100％

⑫　主要取引銀行 みずほ銀行 みずほ銀行

⑬　当事会社との関係

（資本関係）
当社は被合併会社の株式を100％保有しており、被合併会社は合併会社の株式を
100％保有しております。

（人的関係）
被合併会社の取締役は合併会社の取締役であります。また当社と合併会社、並びに合
併会社と被合併会社との間には、記載すべき人的関係はありません。

（取引関係）
当社と合併会社、及び被合併会社の間には、記載すべき取引関係はありません。

⑭　最近事業年度における業績の動向

 平成22年３月期

売上高 948百万円

経常利益 342百万円

当期純利益 236百万円

総資産 1,762百万円

純資産 1,482百万円

 

(2）当該合併の目的

　平成21年４月１日に当社の中間持株会社として設立した特別目的会社であるアルコニックス・ハヤシ株式会社は同日

に林金属株式会社の全株式を取得、連結子会社といたしました。連結子会社化後の当社グループによる林金属株式会社

の運営は順調であり、また同社の取引先においても、当社グループの連結子会社としての認識が進んだことから、今回、

林金属株式会社を存続会社とするアルコニックス・ハヤシ株式会社との吸収合併を行うことを決議いたしました。

 

(3）当該合併の後存続会社となる会社の内容

①　商号 林金属株式会社（予定）

②　代表者 代表取締役　　杉江　晃雄
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③　所在地 大阪市西区川口４丁目８番15号

④　主な事業の内容 伸銅品、軽合金、ステンレス鋼その他非鉄金属の販売

⑤　決算期 ３月31日

⑥　資本金の額 45,000千円

⑦　総資産の額 1,599百万円

 

(4）当該合併の方法及び合併契約の内容

①　合併の内容

　林金属株式会社を存続会社とする吸収合併とし、アルコニックス・ハヤシ株式会社は消滅いたします。また本件合併

に際し、林金属株式会社はアルコニックス株式会社へ、同社株式627,750株の交付を行います。

②　合併契約の内容

　平成22年９月28日に締結しました合併契約書は次のとおりであります。

 

合併契約書

 

　林金属株式会社（以下「甲」という）とアルコニックス・ハヤシ株式会社（以下「乙」という）とは、以下のとおり合併契約

を締結する。

 

第１条（存続会社及び合併会社）

　甲と乙は、甲を合併存続会社、乙を合併消滅会社として合併（以下「本合併」という）し、甲が乙の権利義務の全部を承

継して存続し、乙は解散する。

 

第２条（効力発生日）

　合併の効力発生日は平成22年11月１日とする。但し、合併手続の進行上必要がある場合、甲乙が協議の上、これを変更する

ことができる。

 

第３条（合併の対価）

　甲は合併の対価として、乙の株主に対し乙から継承した、甲の株式627,750株を交付する。

 

第４条（増加すべき資本金、準備金および剰余金）

　甲が本合併により増加すべき資本金等の取扱いは、次のとおりとする。但し、第２条に定める効力発生日における乙の資

産及び負債の状態により、甲乙が協議の上、これを変更することができる。

(1）資本金　　　　　0円

(2）資本準備金　　　0円

(3）資本剰余金　　　0円

(4）利益準備金　　　0円

(5）利益剰余金　　　0円

 

第５条（会社財産の引継ぎ）

１．乙は、平成22年９月29日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日までの増減を反映し

た一切の資産、負債及び権利義務その他の法律関係を、合併の効力発生日に甲に引き継ぐ。

２．乙は、第１項記載の貸借対照表作成日の翌日から効力発生日の前日までの資産及び負債の変動を、計算書を作成して

甲に報告する。

 

第６条（業務の運営）

　甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意をもってその業務の執行及び財産の管理、運営を

行い、その重要な財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。

 

第７条（条件の変更）

　甲又は乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでに、甲又は乙の資産、負債、経営の状況など本契約締結の前提となる事情
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に重大な変動が生じたとき、又は誤りがあったことが発覚したときは、甲乙協議の上、本契約の条件を変更し、又は本契約

を解除することができる。

 

第８条（本契約の効力）

　本契約は、本合併につき甲及び乙の株主総会の承認又は法令上必要な関係官庁の承認を得られないときは、その効力を失

う。

 

　以上の合意を証するため、本契約書２通を各当事者が記名押印して作成し、各自１通を保管する。

 

平成22年９月28日

 

甲：（住所）大阪府大阪市西区川口四丁目８番15号

林金属株式会社

代表取締役　　杉江　晃雄

 

乙：（住所）東京都港区赤坂一丁目９番13号

アルコニックス・ハヤシ株式会社

代表取締役　　杉江　晃雄

 

Ⅲ　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく

臨時報告書を平成22年11月25日に関東財務局長に提出しております。

　その報告内容は次のとおりであります。

(1）当該事象の発生年月日

平成22年11月16日（保険金入金日）

 

(2）当該事象の内容

　当社の連結子会社である株式会社大川電機製作所は、代表取締役社長であった大川博氏が平成22年10月２日に逝去し

たことに伴い、同氏に付保していた生命保険金の請求手続きを保険会社に対して行っておりましたが、このたび保険会

社から契約保険金が支払われたことにより、平成23年３月期第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成

22年12月31日）及び平成23年３月期第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）において

特別利益を計上する必要が生じました。

 

(3）当該事象の連結損益に与える影響額

　上記事象により平成23年３月期第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び平成23

年３月期第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）の決算において、特別利益として375

百万円を計上する予定であります。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第29期）

　自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日

平成22年６月23日
関東財務局長に提出

 
有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第29期）

　自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日

平成22年11月11日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度
（第30期
第２四半期）

　自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日

平成22年11月11日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１

に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  平成21年６月23日

アルコニックス株式会社   

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 渡邊　浩一郎　　印

 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 狩野　茂行　　  印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

アルコニックス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

アルコニックス株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、アルコニックス株式会社の平成21

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、アルコニックス株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

　（注）　１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年11月11日

アルコニックス株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡邊　浩一郎　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 狩野　茂行　　印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廿楽　真明　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルコニックス株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルコニックス株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 　

EDINET提出書類

アルコニックス株式会社(E02998)

有価証券届出書（組込方式）

29/33



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  平成22年６月22日

アルコニックス株式会社   

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 渡邊　浩一郎　　印

 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 狩野　茂行　　  印

 

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廿楽　真明　　  印

　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

アルコニックス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

アルコニックス株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、アルコニックス株式会社の平成22

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、アルコニックス株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

　（注）　１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年11月10日

アルコニックス株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡邊　浩一郎　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 狩野　茂行　　印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廿楽　真明　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルコニックス株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日か

ら平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルコニックス株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

  平成21年６月23日

アルコニックス株式会社   

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 渡邊　浩一郎　　印

 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 狩野　茂行　  　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

アルコニックス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

アルコニックス株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

　（注）　１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

  平成22年６月22日

アルコニックス株式会社   

 取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 渡邊　浩一郎　　印

 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 狩野　茂行　  　印

 

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廿楽　真明　  　印

　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

アルコニックス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

アルコニックス株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

　（注）　１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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